
【事業期間】

令和３年度～令和７年度

【事業費】

５，０００億円

【対象事業の拡充】

① 避難所における新型コロナウイルス感染症対策

（換気扇、洗面所、固定式間仕切り、発熱者専用室、トイレ・更衣室・授乳室、

非接触対応設備、感染防止用備蓄倉庫等）

② 社会福祉法人等の福祉施設等における豪雨災害対策に対する補助

（避難路、避難階段、避難エレベーター、電源設備等の嵩上げ、止水板・防水扉、

非常用電源・給水設備の設置等に対する補助）

【地方財政措置】

緊急防災・減災事業債（充当率１００％、交付税措置率７０％）

○ 近年、災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が引き続き防災・減災、

国土強靱化対策に取り組めるよう、緊急防災・減災事業費について対象事業

を拡充した上で、事業期間を延長

○ 延長期間は、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の

期間や東日本大震災からの復興の取組期間を踏まえ、５年間とする

○ 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に伴う地方負担に
ついては、これまでと同様、国土強靱化債又は補正予算債により措置

緊急防災・減災事業費の拡充・延長等

【地方財政措置】

当初予算分：防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（充当率１００％、交付税措置率５０％）

補正予算分：補正予算債（充当率１００％、交付税措置率５０％）

元利償還金の70％
を地方交付税措置

一般財源

緊急防災・減災事業債（地方債充当率100％）

国負担
元利償還金の50％
を地方交付税措置

一般財源

国土強靱化債又は補正予算債
（地方債充当率100％）

地方負担

１．緊急防災・減災事業費の拡充・延長

２．「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に伴う地方負担

＜避難所における３密対策＞
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